
このたび、鈴鹿商工会議所中小企業相談所と日本政策金融公庫が共催で個別相談会を開催致します。 

日本政策金融公庫の担当者が鈴鹿商工会議所に出張し、直接相談に応じますので、運転資金や設備投資をお考

えの方など、是非、この機会にご相談ください。 
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日本政策金融公庫は 100％政府出資の政策金融機関です。 

全国で約８８万の企業にご利用いただいております。（平成 2７年度末時点、国民生活事業のご融資先） 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）ご返済期間、お使いみち、担保の有無等によって異なる利率が適用されます。詳しくはお問合わせください。 

（注 2）審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがあります。 
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日本政策金融公庫の出張相談会 in鈴鹿商工会議所 

 

 

鈴鹿商工会議所会員のみなさまへ     

 

 

 

 経営環境変化対応資金 
 ご融資の対象 売上が減少するなど業況が悪化して

いる方 

ご融資限度額 ４，８００万円 

ご融資期間 設備 15年以内 運転 8年以内 

ご融資利率(年) (※)０．７６％～１．８１％ 

 

 企業活力強化資金 

 
ご融資の対象 卸売業、小売業、飲食サービス業または、

サービス業等を営む方で、機械設備の導入

や店舗の新築・増改築を行う方など 

ご融資限度額 ７，２００万円 

ご融資期間 設備２０年以内 運転７年以内 

ご融資利率(年) (※)０．２６％～２．２４％ 

 【無担保・無保証】 マル経融資 （小規模事業者経営改善資金） 
ご融資の対象  商工会議所の実施する経営指導を受けている方であって、商工会議所の長の 

推薦を受けた方 

ご融資限度額  ２，０００万円 

ご返済期間   設備１０年以内 運転７年以内 

ご融資利率(年) (※)１．１６％ 

 

（※）利率は平成２８年１０月 1９日現在のものです。   

＜お問い合わせ先＞ 
日本政策金融公庫 四日市支店 国民生活事業 
〒５１０－００８８ 
四日市市元町９－１８ 

  T E L ０５９－３５２－３１２２ 
  FAX ０５９－３５３－７８５６ 

【担当】 

松之木 

鈴鹿商工会議所中小企業相談所 

日本政策金融公庫四日市支店 

開催日時  ①平成 2８年１１月２９日（火）１０：００～１６：００ 

      ②平成 2８年１２月 ７日（水）１０：００～１６：００ 
       
場 所  鈴鹿商工会議所 鈴鹿市飯野寺家町 816 

      

申込方法  裏面の「相談会申込書」に必要事項をご記入の上、 

日本政策金融公庫四日市支店あてＦＡＸまたは郵送にて 

ご返送ください。 

 

相談会以外でのご

相談も受付してお

ります。 

ＦＡＸまたはお電話

でご連絡ください。 

 
鈴鹿商工会議所 

 

 



↑（送信方向） 

相 談 会 申 込 書 

ＦＡＸ ０５９－３５３－７８５６ 

ご希望の方は、下記必要事項をご記入のうえ、FAXまたは郵送にてご返送ください。 

ご希望の番号

の□にチェッ

ク（☑）を入れ

てください。 

 

□ １  個別相談会に参加したい。 

     （ご希望の日程に○を付けてください。） 

（  ） ① 平成２８年１１月２９日（火） 

（  ） ② 平成２８年１２月 ７日（水） 

 １０：００～１１：００  １３：００～１４：００ 

 １１：００～１２：００  １４：００～１５：００ 

   １５：００～１６：００ 

※ご希望される方の人数によっては希望日時の変更をお願いする場合があります。 

□ ２  別の日に相談したい。      

（担当者からお電話にてご連絡させていただきます。） 

 

□ ３  担当者から連絡がほしい。 

 

□ ４  融資制度の資料がほしい。 

 

（フリガナ）  

お 名 前  

ご 住 所 
 

お電話番号  

ご要望 等 
 

       

この「相談会申込書」によりご提供いただきました情報の利用目的は次のとおりと 

いたします。 

１ ご本人さまの確認 

２ 鈴鹿商工会議所との情報交換 

３ ダイレクトメールの発送等による融資制度等のご案内（任意） 

４ アンケートの実施等による調査、研究（任意） 

上記３および４の利用目的の同意につきましては任意ですので、同意されない場合には 

下の□に「✔」をお付けください。  

公庫が、前３および４の利用目的で利用することに同意しません。 □  

鈴鹿商工会議所会報用 


